
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

これだけは押さえておきたい！ 

人事労務の最新情報   
 

～弊社ブログに、下記情報のリンクを貼っています～ 

http://blog.goo.ne.jp/shinsou-assist 

 

■ 各都道府県の平成 25 年度地域別最低賃金額/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/min
imumichiran/ 

 

■ 平成 25 年版 給与所得者と年末調整（リーフレット）/国税庁 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2013.pdf 

 

■ 雇用関係助成金を取り扱う民間の職業紹介事業者/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/jose
ijigyousya.html 

 

■ マザーズハローワーク・マザーズコーナー/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/mother.html 

 

■ 大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職に

ついて（申合せ）/文科省  
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/09/1340139.htm 

 

■ 職場のマタニティハラスメントをなくそう「働くみんなのマタハラ手

帳」/連合 
http://www.jtuc-rengo.or.jp/gender/matahara/index.html 

■ 職場のパワーハラスメント対策ハンドブックを作成しました/厚労省 
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/download 

 

■ 飲食店を経営する皆さまへ労働災害防止のためのポイント/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/131018-01.pdf 

 

■ 看護職員の夜勤・交代制勤務ガイドライン提起／連合総研 
http://rengo-soken.or.jp/report_db/pub/detail.php?uid=246 

 

■ 非正規雇用労働者のキャリアアップに向けた好事例など専用サイ

トで紹介／厚労省 
http://www.hiseikikoyou.jp/ 

■ 有期契約労働者に関する調査/連合 
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/chousa/data/20131024.pdf 

 

■ 特集「仕事のやる気・不安」／連合総研 
http://rengo-soken.or.jp/dio/2013/10/286.html 

 

■ 面接官の態度・話を聞く姿勢が志望度に影響／ジョブウェブ 
http://company.jobweb.jp/news/a-116364 

 

■ 大学への入試方式と就職内定率の関連を調査／マイナビ 
http://www.mynavi.jp/news/2013/10/_2014.html 

 

■ 2013 年度 教育研修費用の実態調査/産労総合研究所 
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1310/ 

 

■ 社会保障教育/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/kyou
iku/index.html 

 

■ 平成 25 年版厚生労働白書/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/ 

 

■ １人当たりの労働生産性と給与／総務省 
http://www.stat.go.jp/data/e-census/topics/topi730.htm 

  枡野俊明 著 三笠書房 ¥1,200+税 
 

（「はじめに」より） 「余計な不安や悩みを抱えないように、他人の価値観に振り回されないように、無駄な

ものをそぎ落として、限りなくシンプルに生きる。」それが、この本で私がいいたいことです。（略）一見、「あ

たりまえ」のことですが、その「あたりまえ」のことを大切に、丁寧に実践することで、「いま」「ここ」だ

けに集中する。そうすることで、余計な不安や悩みを抱えないように、心が整っていくのです。 
 

人事労務の仕事をしていると心配事ばかりですが、あまりに度が過ぎると空回りしてしまいます。度が過ぎ

ないよう「あたりまえ」のことを丁寧に実践し、きちんと社員と向き合っていくことが大事だということでし

ょう。反対にいえば「あたりまえ」のことが、きちんとできていないということを教えてくれています。 

  
経営者･管理職としての心得本 推薦書紹介！
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企業の発展を願い 従業員の成長を願う その一歩一歩を応援します 

職場の労務管理の基本 

人事マネジメントのワンポイントアドバイス 

◆ 集中しだしたら中断しない、中断させない ◆ 
 

 

● 集中できると能率は上がり、ストレスは小さい  

仕事に本当に集中できると、かなり能率は上がります。たい

へんな量あるなぁと思っていた作業も結構早く終わったと感じ

た経験は、皆さんもお持ちではないでしょうか？ 時間はそれ

なりにかかっていたとしても、集中できるとミスは減り、スト

レスも少なくて済みます。しかし、そういう環境を作るのは難

しいものです。上司や部下に話しかけられたり、得意先から電

話がかかってきたりして、作業の中断を余儀なくされます。そ

ういうことが度重なると能率は上がらないし、ストレスになっ

て心身とも疲労が蓄積してしまいます。 
 

● 集中しだしたら中断しない、中断させない工夫  

そこで、集中する時間を作るには、周囲の社員が協力するこ

とを職場でルールとして決めてはどうでしょうか？ 例えば、

１時間集中したいと思ったら、机の上に誰からも見えるように

目印を立てる。その目印があれば上司も部下もよっぽどのこと

がない限り話しかけない。お得意様からの電話も不在で対応す

るという工夫ですが、一度試してみてはいかがでしょう。もち

ろん、常時その目印を立てていてはいけませんし、本人は本当

に集中する習慣をつけなければなりません。 

● 管理職として知っておきたいメンタルヘルス～その 14 ● 
  

■ 職場で実際に問題が起きていないときの対応方法  

メンタルヘルス不調が感じられても、職場などで本人も周囲

の同僚も特に困っていない場合、問題となるような言動が現実

に起きていない場合は、受診や治療を強く勧めることができま

せん。この場合は、本人の健康のことが心配であることを伝え、

軽く受診を促しておくようにしましょう。また、この時点から

残業など業務の負担を減らすことも必要です。 
 

■ 職場で実際に問題が起きているときの対応方法  

メンタルヘルス不調が疑われ、実際に職場で問題となる言動

がある場合は、専門医の受診や治療を受けるように命じましょ

う。事業主には安全配慮義務がありますから職場で放っておく

わけにはいきません。問題となる客観的事実を整理した上で、

就業規則に受診命令規定を根拠に丁寧に説明をしてください。 

本人が拒否する場合は、家族にも事情を説明し、家族の理解

を得て受診や治療につなげるとよいでしょう。その家族がいな

い、又は非協力的である場合は、事業主や産業医、人事労務ス

タッフが連携をとって対応することが大事です。管理職一人に

任せてはいけません。 


